
ア
セ
ヌ
原
案
の
非
開
示
処
分
の
取
消
事
例

-
東
海
環
状
道
関
連
情
報
非
公
開
処
分
取
消
請
求
事
件

〔最
高
裁
判
決
〕
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敦
之

公
共
団
体
の
条
例
に
も
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る

｢公
開
す
る
と
行
政
の
意
思
形
成
を
公
正
に
行
う
上
で
著

し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
｣
と
の
規
定
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

｢著
し
い
支
障
｣
の
判
断
に
つ

い
て
は
、
最
高
裁
で
も
京
都
府
の
ダ
ム
候
補
地
選
定
図
の

公
開
を
め
ぐ
る
鴨
川
ダ
ム
サ
イ
ト
訴
訟
判
決

(平
成
六
年

三
月
)
で
は

｢非
公
開
｣
、
地
質
調
査
結
果
を
め
ぐ
る
大

阪
府
の
安
威
川
ダ
ム
訴
訟
判
決

(平
成
七
年
四
月
)
で
は

｢公
開
｣
と

｢
一
律
開
示
の
流
れ
が
固
ま
っ
た
と
す
る
の

は
早
計
｣
(毎
日
新
聞
平
成

一
六
年
六
月
二
九
日
夕
刊
)

と
い
う
論
調
で
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
の
情
報
公
開
制
度
の
解
釈

･
運
用
に
大
き
な
影
響

が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
各
文
書
の
性

格

･
内
容
等
に
沿
っ
て
判
断
さ
れ
た
事
例
と
し
て
紹
介
す

る
。

裁
判
の
経
過

平
成
一
〇
年

九
月
一
七
日

は
じ
め
に

本
件
は
、
岐
阜
県
の
住
民

(
一
審
原
告
ら
)
が
、
旧
岐

阜
県
情
報
公
開
条
例
(平
成
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
二
号
。

平
成
一
三
年
岐
阜
県
条
例
第
五
六
号
に
よ
る
全
部
改
正
前

の
も
の
。)
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
知
事
に
対
し
、
東
海
環

状
自
動
車
道

(関
市
~
養
老
町
)
の
計
画
策
定
に
関
す
る

公
文
書
の
公
開
の
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
知
事
か
ら
平

成
一
〇
年
三
一月
一
日
付
け
で
公
文
書
非
公
開
決
定
を
受

け
た
た
め
、
原
告
ら
本
件
非
公
開
決
定
の
取
消
を
求
め
た

事
案
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
検
討
段
階
の
環
境
影
響
評
価
関
係
の
文
書

公
開
を
認
め
た
最
高
裁
判
決
と
し
て
初
の
事
例
で
あ
る

が
、
本
件
で
は
、
｢意
思
決
定
が
終
わ
っ
て
最
終
的
な
文

書
が
公
に
さ
れ
て
い
る
｣
｢技
術
的
な
文
書
で
公
表
が
予

定
さ
れ
て
い
る
｣
と
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
｢文
書
の
成

案
前
の
案
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
事
務
事
業
に
係
る
意
思
形
成
に
支
障
が
生
ず
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
し
て
い
る
。

岐
阜
県
が
非
開
示
の
根
拠
と
し
た
の
は
、
全
国
の
地
方

原
告
ら
に
よ
る
情
報

公
開
請
求

被
告

(岐
阜
県
)
に

同
年
三
一月

一
日

三
年

三
月

一
一
年
一
一
月

三
一年

九
月
一
三
日

一
六
年

六
月
二
九
日

二

主
な
争
点

二
日

九
日

よ
る
全
部
非
公
開

決
定

原
告
ら
提
訴

一
審
判
決

(岐
阜

地
裁
)

控
訴
審
判
決

(名

古
屋
高
裁
)

最
高
裁

(第
三
小

法
廷
)
判
決

※
1

東
海
環
状
自
動
車
道

(西
回
り
ル
ー
ト
)
に
関
す
る
公
開
条
例
施

行
か
ら
現
在
ま
で
の
計
画
策
定
に
関
す
る
資
料
、
国

･
市
町
と
の

協
議
に
関
す
る
文
書
、
要
望
書
等

(都
計
審
及
び
公
告
縦
覧
資
料

は
除
く
)
の
う
ち
、
次
の
①
~
②
に
掲
げ
る
文
書

本
件
公
文
書
※1、
条
例
※2六
条

一
項

一
号
、
七
号

又
は
八
号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文

書
に
当
た
る
か
o

①

都
市
計
画
決
定
の
公
告
縦
覧
に
係
る
意
見
書

②

第
三
一六
回
岐
阜
県
都
市
計
画
地
方
審
議
会
の
協
議
事
項

に
係
る
文
書
、
資
料

(審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
要

旨
に
対
す
る
被
告
の
見
解
)

③

岐
阜
県
都
市
計
画
地
方
審
議
会
協
議
会
の
協
議
事
項
に
係

わ
る
文
書
、
資
料

(協
議
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨

に
対
す
る
被
告
の
見
解
)

④

岐
阜
県
都
市
計
画
地
方
審
議
会
東
海
環
状
自
動
車
道

(関

市
‘
養
老
町
)
環
境
影
響
評
価
専
門
部
会
の
協
議
事
項
に
係

る
文
書
、
資
料

(環
境
影
響
評
価
準
備
書
及
び
環
境
影
響
評

価
書
の
各
成
案
前
の
も
の
)
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※
2

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例

(平
成
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
二
号
)

第
六
条

実
施
機
関
は
、
次
の
各
号
に
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
情

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
文
書
に

係
る
公
文
書
の
公
開
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

個
人
に
関
す
る
情
報

(事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に

関
す
る
情
報
を
除
く
。)
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
除

ノグ、、o
イ

法
令
及
び
条
例

(以
下

｢法
令
等
｣
と
い
う
。)
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
何
人
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
情
報

口

公
表
を
目
的
と
し
て
実
施
機
関
が
作
成
し
、
又
は
取
得

し
た
情
報

ハ

公
務
員

(国
家
公
務
員
法

(昭
和
二
二
年
法
律
第
一
一
.

0
号
)
第
一
"条
代
一
項
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
及
び
地

方
公
務
員

(昭
和
二
五
年
法
律
第
二
六
一
号
)
第
二
条
に

規
定
す
る
地
方
公
務
員
を
い
う
。
)
の
職
務
の
遂
行
に
係
る

情
報
に
含
ま
れ
る
当
該
公
務
員
の
職
名
及
び
氏
名
に
関
す

る
情
報

(公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
公
務
員
の
権
利

利
益
が
著
し
く
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
除

く
。)

一
一
法
令
等
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
、
免
許
、
届
出
等
に
際
し

て
実
施
機
関
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報
で
あ
っ
て
、

公
開
す
る
こ
と
が
公
益
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

七

県
又
は
国
等
の
事
務
事
業
に
係
る
立白雪
心形
成
過
程
に
お
い

て
、
県
の
機
関
内
部
若
し
く
は
機
関
相
互
又
は
県
等
と
の
間

に
お
け
る
審
議
、
協
議
、
調
査
、
試
験
、
研
究
等
に
関
し
、

実
施
機
関
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報
で
あ
っ
て
、
公

開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
務
事
業
又
は
将
来
の
同
種
の

事
務
事
業
に
係
る
意
思
形
成
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

八

監
査
、
検
査
、
取
締
り
等
の
計
画
及
び
実
施
要
領
、
争
訟

又
は
交
渉
の
方
針
、
入
札
の
予
定
価
格
、
試
験
の
問
題
及
び

採
点
基
準
そ
の
他
県
又
は
国
等
の
事
務
事
業
に
関
す
る
情
報

見
書
)

Q

本
件
条
例
六
条
一項
一号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て

本
件
意
見
書
は
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
都
市
計
画
の
案

(知
事
案
)
に
つ
い
て
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
等
の
意

見
書
で
あ
り
、
氏
名
の
記
載
が
な
い
た
め
提
出
者
を
特
定

で
き
な
い
二
七
二
通
を
除
い
て
は
、
い
ず
れ
も
住
所
及
び

意
見
の
内
容
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右

で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
務
事
業
も
し

く
は
将
来
の
同
種
の
事
務
事
業
の
目
的
が
損
わ
れ
、
又
は
こ

れ
ら
の
事
務
事
業
の
公
正
か
つ
円
滑
な
執
行
に
著
し
い
支
障

が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

三

裁
判
所

(下
級
審
)
の
判
断

公
文
書
①

(都
市
計
画
決
定
の
公
告
縦
覧
に
係
る
意

二
七
二
通
を
除
い
た
そ
の
余
の
分
は
、
個
人
に
関
す
る
情

報
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
得
る
も
の
と
し

て
、
本
件
条
例
六
条
一
項
一
号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録

さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
当
た
る
。

原
告
ら
は
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ

れ
得
る
情
報
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
権
利
の
保
護
を
目
的
と
す
る
本
件
条
例
六
条
一
項
一
号

に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
当
た
ら

な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
同
号
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
最
大
限
に
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
具
体
的
な
内
容
や
保
護
の

範
囲
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
個
人
の
内
心
に
関
わ
る
問
題

で
あ
り
、
か
つ
、
人
に
よ
っ
て
考
え
方
も
異
な
る
こ
と
か

ら
、
一
律
的
な
結
論
を
出
す
の
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
明

確
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
ら
ず
、
氏

名
、
住
所
、
経
歴
、
思
想
、
信
条
、
身
体
的
特
徴
、
健
康

状
態
、
財
産
の
状
況
、
家
族
構
成
そ
の
他
一
切
の
個
人
に

関
す
る
情
報
で
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
得
る
も
の
を

公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
条
例
六
条
一
項
一
号
の
右
の
よ
う

な
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
前
記
二
七
二
通
を
除
い
た
本
件
音
が

見
書
は
い
ず
れ
も
同
号
に
該
当
す
る
文
書
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
右
二
七
二
通
を
除
い
た
本
件
意
見
書
に
つ

い
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
の
記
載
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ

り
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
得
な
く
な
る
か
ら
、
公
文

書
の
部
分
公
開
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以
下

に
述
べ
る
と
お
り
、
本
件
意
見
書
は
、
本
件
条
例
六
条
一

項
八
号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に

当
た
る
の
で
、
同
二
七
二
通
を
含
む
本
件
意
見
書
は
、
結

局
に
お
い
て
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
公
開
し
な
い
こ
と
が

正
当
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
公
文
書
の
部
分
公
開
の
可
否

に
つ
い
て
は
検
討
を
要
し
な
い
。

公
文
書
①
及
び
④
の
非
公
開
処
分
は
正
当
。

◇
公
文
書
②
及
び
③
の
非
公
開
処
分
は
違
法
。

※
岐
阜
地
裁
の
判
断
を
名
古
屋
高
裁
支
持

(以
下
に

掲
げ
る
判
断
理
由
は
、
名
古
屋
高
裁
に
よ
る
訂
正

後
の
も
の
)。



②
本
件
条
例
六
条
一
項
八
号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て

関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
に
供

さ
れ
た
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
意

見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

(都
市
計
画
法

一
七
条
二

項
)、
都
道
府
県
知
事
は
、
都
市
計
画
の
案
を
都
市
計
画

地
方
審
議
会
に
付
議
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
右
意
見
書

の
要
旨
を
都
市
計
画
地
方
審
議
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

(同
法
一
八
条
二
項
)
か
ら
、
本
件
意
見
書
は
、

住
民
ら
が
本
件
都
市
計
画
事
業
に
意
見
を
反
映
さ
せ
る
一

つ
の
手
段
で
あ
り
、
本
件
条
例
六
条
一
項
八
号
所
定
の
県

の
事
務
事
業
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
本
件
意
見
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同

号
に
規
定
す
る
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
に

つ
い
て
検
討
す
る
に
、
確
か
に
、
都
市
計
画
事
業
は
、
民

意
の
反
映
を
目
的
の
一
つ
と
も
し
て
い
る
か
ら
、
で
き
る

限
り
意
見
書
の
内
容
を
公
開
し
て
議
論
を
深
め
る
こ
と

は
、右
目
的
に
沿
う
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
本
件
意
見
書
に
は
、
住
民
ら
の
地
域
的
事
情
に

根
ざ
し
た
個
人
的
性
格
の
強
い
主
張
等
が
、
公
開
さ
れ
る

こ
と
を
予
定
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
他
の
地
域
の
住
民
ら

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
の
配
慮
も
全
く
な
い
状
態
で
、

あ
り
の
ま
ま
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
が
十

分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
公
開
し
た
場
合
に
は
、

利
害
の
相
反
す
る
住
民
ら
同
士
が
、
右
主
張
等
を
巡
っ
て

誤
解
な
い
し
反
発
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
争
い
を
生
じ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
住
民
ら
の
中

に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
意
見
書

の
提
出
を
差
し
控
え
る
者
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ

う
す
る
と
本
件
意
見
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後

の
本
件
都
市
計
画
と
同
種
の
都
市
計
画
に
関
し
て
、
住
民

及
び
利
害
関
係
人
が
そ
の
思
う
と
こ
ろ
を
自
由
に
記
載
し

た
意
見
書
を
提
出
せ
ず
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
意
見

書
の
提
出
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
、
都
市
計
画
決
定
権
者

で
あ
る
被
控
訴
人
に
お
い
て
右
住
民
等
の
真
意
を
把
握

し
、
こ
れ
に
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
態

が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
く
て
は
、
か
え
っ
て
民
意

の
反
映
と
い
う
都
市
計
画
事
業
の
目
的
が
損
な
わ
れ
、
又

は
そ
の
公
正
か
つ
円
滑
な
執
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
意
見
書
は
、
氏
名
の
記
載
が
な
い

た
め
提
出
者
を
特
定
で
き
な
い
前
記
二
七
二
通
を
含
め
て

全
体
と
し
て
、
本
件
条
例
六
条
一
項
八
号
に
該
当
す
る
情

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
当
た
る
。

2

公
文
書
②

(審
議
会
の
協
議
事
項
に
係
る
文
書
及
び

資
料
)

の
本
件
条
例
六
条
一項
七
号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て

当
該
文
書
は
、
主
に
審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の

要
旨
に
対
す
る
被
告
の
見
解
で
あ
る
。
審
議
会
は
、
都
市

計
画
法
七
七
条
一
項
に
よ
り
、
都
市
計
画
に
関
す
る
事
項

を
調
査
審
議
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
、
審
議
会
に
提
出
さ

れ
た
住
民
ら
の
意
見
書
の
要
旨
及
び
こ
れ
に
対
す
る
被
告

の
見
解
を
検
討
す
る
な
ど
し
た
上
、
審
議
会
会
長
か
ら
被

告
に
答
申
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
本
件
文
書
は
、
本
件

条
例
六
条
一
項
七
号
所
定
の
県
の
事
務
事
業
に
係
る
意
思

形
成
過
程
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
本
件
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
号

に
規
定
す
る
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
検
討
す
る
に
、
被
告
は
、
本
件
文
書
は
、
意
思
形
成

過
程
の
途
上
の
案
に
す
ぎ
ず
、
圧
力
団
体
の
牽
強
付
会
な

引
用
に
よ
り
、
最
終
意
思
決
定
と
の
齪
酷
を
と
ら
え
て
県

民
に
誤
解
を
与
え
る
可
能
性
が
大
き
い
と
主
張
す
る
。
し

か
し
、
審
議
会
は
、
都
市
計
画
に
関
す
る
事
項
の
調
査
審

議
の
最
終
段
階
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
段
階
で
提
出
さ
れ

た
被
告
の
見
解
は
、
住
民
ら
の
意
見
書
の
要
旨
に
対
す
る

処
置
方
針
と
し
て
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
被
告
の
最
終
意
思
決
定
と
の
齪
酷
を
と
ら
え
て

県
民
に
誤
解
を
与
え
る
可
能
性
が
大
き
い
と
ま
で
は
い
え

ず
、
ま
た
、
本
件
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
現
在
又
は
将
来

の
都
市
計
画
事
業
に
係
る
意
思
形
成
に
著
し
い
支
障
が
生

ず
る
お
そ
れ
が
具
体
的
に
発
生
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
明

ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書

は
、
本
件
条
例
六
条
一
項
七
号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録

さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
当
た
ら
な
い
。

②
本
件
条
例
六
条
一項
八
号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て



右
に
説
示
し
た
と
お
り
、
本
件
文
書
が
、
本
件
条
例
六

条
一
項
人
号
所
定
の
県
の
事
務
事
業
に
関
す
る
情
報
が
記

録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
号

に
規
定
す
る
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
検
討
す
る
に
、
被
告
は
、
本
件
文
書
を
公
開
し
た
場

合
に
は
、
審
議
会
委
員
ら
に
心
理
的
な
圧
力
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
前
示
の
と
お
り
、
都

市
計
画
事
業
は
民
意
の
反
映
を
目
的
の
一
つ
と
も
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
審
議
会
に
お
い
て
、
住
民
ら
の
意
見

書
の
要
旨
及
び
こ
れ
に
対
す
る
被
告
の
見
解
を
十
分
検
討

す
る
な
ど
し
て
、
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
議
論
を
深
め

て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
特
段
の
支
障
が
生
じ
な
い

限
り
、
こ
れ
ら
を
公
開
し
て
都
市
計
画
事
業
の
是
非
を
問

う
こ
と
は
む
し
ろ
右
目
的
に
沿
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
、
住
民
ら
の
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り

の
理
由
で
公
開
が
相
当
で
な
い
と
い
い
得
る
と
し
て
も
、

本
件
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
民
ら
の
意
見
書
の
要
旨
に
対
す
る
被
告
の
見
解
の
是
非

が
問
題
と
な
り
、
都
市
計
画
事
業
に
影
響
を
生
ず
る
こ
と

が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
都
市
計
画
決
定
手
続
の

公
正
な
運
営
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

公
開
を
拒
む
べ
き
理
由
と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
本
件
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
現
在
又
は
将
来
の

都
市
計
画
事
業
の
公
正
か
つ
円
滑
な
執
行
に
著
し
い
支
障

が
生
ず
る
お
そ
れ
が
具
体
的
に
発
生
す
る
こ
と
が
客
観
的

に
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書
は
、
本
件
条
例
六
条
一
項
八

号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
も
当

た
ら
な
い
。

3

公
文
書
③

(協
議
会
の
協
議
事
項
に
係
る
文
書
及
び

資
料
)

○
本
件
条
例
六
条
一
項
七
号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て

当
該
文
書
は
、
主
に
協
議
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の

要
旨
に
対
す
る
被
告
の
見
解
で
あ
る
。

前
記
認
定
の
事
実
に
よ
る
と
、
協
議
会
は
、
審
議
会
に

先
立
ち
、
四
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
、
本
件
都
市
計
画
に

関
す
る
調
査
審
議
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
文

書
は
、
本
件
条
例
六
条
一
項
七
号
所
定
の
県
の
事
務
事
業

に
係
る
意
思
形
成
過
程
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い

る
公
文
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
本
件
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
号

に
規
定
す
る
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
検
討
す
る
に
、
協
議
会
は
、
都
市
計
画
に
関
す
る
事

項
の
調
査
審
議
の
最
終
段
階
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し

て
も
、
審
議
会
で
の
議
決
に
向
け
て
協
議
を
充
実
さ
せ
て

い
る
と
い
う
段
階
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
段
階
で
提
示
さ

れ
た
被
告
の
見
解
は
、
も
は
や
未
成
熟
又
は
不
確
定
な
も

の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
被
告

の
最
終
意
思
決
定
と
の
齪
酷
を
と
ら
え
て
県
民
に
誤
解
を

与
え
る
可
能
性
が
大
き
い
と
ま
で
は
い
え
ず
、
ま
た
、
本

件
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
現
在
又
は
将
来
の
都
市
計
画
事

業
に
係
る
意
思
形
成
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

具
体
的
に
発
生
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
。
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
経
緯
を
み
て
も
、

協
議
会
は
、
本
件
都
市
計
画
の
決
定
に
際
し
て
そ
の
調
査

審
議
に
多
く
の
時
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
数
回

に
分
割
し
て
調
査
審
議
を
す
る
こ
と
と
し
、
事
務
処
理
上

の
便
宜
の
た
め
、
被
告
の
諮
問
前
の
も
の
を
協
議
会
と
称

し
た
も
の
で
あ
り
、
協
議
会
と
審
議
会
は
、
被
告
の
諮
問

の
有
無
の
点
で
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、

都
市
計
画
に
関
す
る
調
査
審
議
を
す
る
点
で
は
実
質
的
に

は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
公
文
書
の
公
開
の
是
非
に
つ
い
て

別
異
に
解
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。

被
告
は
、
協
議
会
は
、
審
議
の
充
実
と
自
由
な
討
論
を

担
保
す
る
た
め
、
議
事
録
を
と
ら
な
い
方
針
で
開
催
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
照
ら
し
、
本
件
文
書
は
公
開
に
な
じ
ま
な

い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
協
議
会
の
審
議
の
充
実
を
図

る
た
め
、
議
事
録
を
と
ら
な
い
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
る

と
し
て
も
、
協
議
会
の
審
議
も
民
意
の
反
映
が
要
請
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
協
議
会
に
関
す
る
資
料
を
事
後
的
に

公
開
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
審
議
の
非
公
開
と
公
文

書
の
公
開
は
、
事
柄
の
性
質
上
必
ず
し
も
両
立
し
得
な
い

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書
は
、
本
件
条
例
六
条
一
項
七

号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
当
た

ら
な
い
。



②
本
件
条
例
六
条
一項
八
号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て

右
に
説
示
し
た
と
お
り
、
本
件
文
書
が
、
本
件
条
例
六

条
一
項
八
号
所
定
の
県
の
事
務
事
業
に
関
す
る
情
報
が
記

録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
号

に
規
定
す
る
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
検
討
す
る
に
、
本
件
文
書
の
公
開
は
、
審
議
会
の
協

議
事
項
に
関
す
る
文
書
の
場
合
と
同
様
に
、
特
段
の
支
障

が
生
じ
な
い
限
り
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
が
都
市
計
画

事
業
の
目
的
に
沿
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
こ
れ
を
公

開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
ら
の
意
見
書
の
要
旨
に
対
す

る
被
告
の
見
解
の
是
非
が
問
題
と
な
り
、
都
市
計
画
事
業

に
影
響
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

都
市
計
画
決
定
手
続
の
公
正
な
運
営
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
由
に
公
開
を
拒
む
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
件
全
証

拠
に
よ
っ
て
も
、
現
在
又
は
将
来
の
都
市
計
画
事
業
の
公

正
か
つ
円
滑
な
執
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

具
体
的
に
発
生
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書
は
、
本
件
条
例
六
条
一
項
八

号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
も
当

た
ら
な
い
。

4

公
文
書
④

(環
境
影
響
評
価
専
門
部
会
の
協
議
事
項

に
係
る
文
書
及
び
資
料
)

ゆ
本
件
条
例
六
条
一
項
七
号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て

前
記
認
定
の
事
実
に
よ
る
と
、
専
門
部
会
は
、
審
議
会

に
先
立
ち
、
数
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
、
本
件
都
市
計
画

に
よ
る
環
境
影
響
評
価
手
続
に
関
す
る
協
議
が
な
さ
れ
、

本
件
環
境
影
響
評
価
準
備
書
及
び
本
件
環
境
影
響
評
価
書

の
各
案
に
つ
い
て
の
検
討
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件

文
書
と
し
て
は
、
検
討
対
象
と
な
っ
た
本
件
環
境
影
響
評

価
準
備
書
及
び
本
件
環
境
影
響
評
価
書
の
各
案
が
存
在
す

る
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書
は
、
本
件
環
境
影
響
評
価
準

備
書
及
び
本
件
環
境
影
響
評
価
書
を
作
成
す
る
経
過
の
中

で
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
条
例
六
条
一
項
七

号
所
定
の
県
の
事
務
事
業
に
係
る
意
思
形
成
過
程
に
関
す

る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。そ

し
て
、
本
件
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
号

に
規
定
す
る
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
検
討
す
る
に
、
本
件
環
境
影
響
評
価
準
備
書
及
び
本

件
環
境
影
響
評
価
書
の
各
案
は
、検
討
中
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
専
門
部
会
の
審
議
、
協
議
及
び
調
査
等
が
な
さ
れ

て
い
る
段
階
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
本
件
文

書
は
い
ま
だ
未
成
熟
か
つ
不
確
定
な
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
公
開
す
る
と
、
本
件
都
市
計
画
事
業

に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
の
予
測
な
い
し
評
価
が
既
に
確
定

し
た
も
の
と
の
印
象
を
県
民
に
与
え
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
、
無
用
な
誤
解
を
招
き
、
本
件
都
市
計
画
事
業
に
関
す

る
議
論
が
錯
綜
す
る
な
ど
し
て

(環
境
影
響
評
価
書
に
関

し
て
は
、
そ
の
手
法
が
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
、
正
式
に
公
表
し
た
数
値
等
の
当
否
を
め
ぐ
っ

て
種
々
の
論
議
が
展
開
さ
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
本
件
環
境
影
響
評
価
準
備
書
及
び
本
件
環
境
影

響
評
価
書
の
各
案
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
被
控

訴
人
が
環
境
影
響
評
価
に
関
し
て
検
討
中
の
数
値
等
を
公

開
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
よ

り
錯
綜
し
た
紛
議
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。)、
現
在
又
は
将
来
の
都
市
計
画

事
業
の
審
議
等
に
係
る
意
思
形
成
に
著
し
い
支
障
が
生
じ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
控
訴
人
は
、

本
件
都
市
計
画
変
更
決
定
が
既
に
告
示
さ
れ
、
意
思
形
成

が
終
了
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
公
開
し
て
も
著
し
い
支

障
は
な
い
旨
主
張
す
る
が
、
右
の
無
用
な
誤
解
や
紛
議
の

お
そ
れ
は
、
本
件
事
務
事
業
の
信
頼
性
や
事
後
の
同
種
事

業
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、

右
支
障
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書
は
、
本
件
条
例
六
条
一
項
七

号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
当
た

る
。②

本
件
条
例
六
条
一
項
八
号
の
該
当
性
の
有
無
に
つ
い
て

右
の
と
お
り
、
本
件
文
書
は
、
本
件
条
例
六
条
一
項
七

号
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
当
た



る
か
ら
、
同
項
八
号
の
該
当
性
の
有
無
の
点
を
判
断
す
る

ま
で
も
な
く
、
被
告
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

四

最
高
裁
の
判
断
(平
成
一六
年
六
月
二
九
日
)

◇
公
文
書
④
の
非
公
開
処
分
は
違
法
。

本
件
非
公
開
決
定
が
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
は
、
本
件

環
境
影
響
評
価
書
等
の
内
容
が
確
定
し
、
こ
れ
ら
が
公
に

さ
れ
て
い
た
上
、
既
に
本
件
都
市
計
画
の
変
更
決
定
が
行

わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
公
文
書

④
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
務
事
業
に
係
る
意

思
形
成
に
支
障
が
生
ず
る
余
地
は
な
い
。

ま
た
、
将
来
の
同
種
の
事
務
事
業
に
係
る
意
思
形
成
に

対
す
る
影
響
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
環
境
影
響
評
価
書

等
の
よ
う
な
環
境
影
響
評
価
準
備
書
や
環
境
影
響
評
価
書

は
、
一
定
の
技
術
的
指
針
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
技
術
的

な
性
格
を
有
す
る
文
書
で
、
公
表
す
る
こ
と
が
本
来
予
定

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
務
事
業
が
決
定
さ
れ

て
意
思
形
成
が
完
了
し
た
後
に
上
記
各
文
書
の
成
案
前
の

案
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
務

事
業
に
係
る
意
思
形
成
に
支
障
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
公
文
書
④
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

事
務
事
業
若
し
く
は
将
来
の
同
種
の
事
務
事
業
の
目
的
が

損
な
わ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
事
務
事
業
の
公
正
か
つ
円
滑

な
執
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

る
べ
き
事
情
が
存
す
る
こ
と
に
つ
き
特
に
主
張
、
立
証
の

な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
公
文
書
④
に
本
件
条
例
六
条
一

項
人
号
所
定
の
非
公
開
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
判
決
の
う
ち
公
文
書
④
に
関
す
る

部
分
に
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法

令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
の
う

ち
上
記
部
分
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。
そ
し
て
、
上
記
部
分

に
つ
い
て
は
、
上
告
人
の
請
求
は
理
由
が
あ
る
か
ら
、
第

一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
本
件
非
公
開
決
定
の
う
ち
本
件

公
文
書
に
関
す
る
部
分
を
取
り
消
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
余
の
請
求
に
関
す
る
上
告

(公
文
書
①
の

非
公
開
処
分
の
取
消
)
に
つ
い
て
は
、
上
告
受
理
申
立
て

理
由
が
上
告
受
理
の
決
定
に
お
い
て
排
除
さ
れ
た
の
で
、

棄
却
す
る
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
主
文

(本
稿

で
は
略
)
の
と
お
り
判
決
す
る
。

結
局
、
公
文
書
④
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事

務
事
業
又
は
将
来
の
同
種
の
事
務
事
業
に
係
る
意
思
形
成

に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
六

条
一
項
七
号
所
定
の
非
公
開
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と




